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くらしの

情 報
１．三位一体改革による税率の変更
　三位一体の改革により、所得税から個人住民税（市
民税・県民税）への恒久措置として３兆円規模の税源
移譲が行われます。これに伴う税率の変更も行われま
した。この改正により、個々の納税者の方が支払う所
得税と住民税の税額の合計に増減を伴うものではあり
ませんが、住民税のみに着目すると税源移譲による改
正と他の税制改正の影響により税額が増加することが
予想されます。
　所得税から住民税への税源移譲により、個人住民税
の所得割の税率がこれまでの３段階（５％、10％、
13％）の超過累進税率から、一律 10％（市６％、県４％）
の比例税率に変わります。（平成 19 年６月分より）
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税制改正により、平成 19年度から
個人住民税が大きく変わります！

（市民税と県民税を合せて住民税と呼びます）

２．定率減税の廃止
　平成 11 年度から景気対策の一環として適用されて
いた定率減税は、平成 19 年度をもって、廃止されます。
３．老年者非課税措置の廃止
　昭和 15 年１月２日以前に生まれた方で前年分の所
得が 125 万円以下の人に適用されていた非課税措置
は、平成 18 年度から段階的に縮小されています。こ
の措置の適用を受けていた人は、平成 20 年度まで段
階的に税の負担が増えます。（下記の表のとおり。）

４．水と緑の森づくり税の導入について
　とやまの森を県民の財産として、県民全体で支え、
次の世代に引き継いでいくための新たな財源として
「水と緑の森づくり税」が創設されました。これに伴い、
年間 500 円の負担増となります。（法人も資本金規模
により負担があります。）なお、この税は住民税（県
民税の均等割）に 500 円加算して納税していただくこ
ととなります。

問合せ先　税務課市民税担当（内線２３３、２３４）

平成 17年度以前 非課税

平成 18年度
税額の３分の２を減額
（税額の３分の１を課税）

平成 19年度
税額の３分の１を減額
（税額の３分の２を課税）

平成 20年度
減額なし
（税額の全額を課税）

平成19年度（平成18年分）
所得証明書の発行を開始

　平成 18 年分所得証明書の発行を６月１日㈮より
開始いたします。なお、申請の際には、個人情報保
護のため、窓口に来られた方の本人確認をさせてい
ただきます。（免許証などにより）
申請に必要なもの　印鑑
※同居家族以外の方が申請される場合は、委任状の
　添付が必要になります。
手数料　１件 300 円

滑川市の融資制度のご案内
■市内中小企業者に必要な事業資金の円滑化とその振興を図ることを目的とした融資制度

制度名 資金使途 資　　格
限度額
（万円）

期間 利率 取扱金融機関

中小企業
振興資金

運転資金 市内で１年以上事業を営んでいる方 300

4/1 ～ 3/31
（ただし１回の
貸付期間は最
長６か月）

2.5%

次の金融機関の市内店舗
　北陸銀行、 富山銀行、
　富山第一銀行、
　にいかわ信用金庫

商店街
改造資金

設備資金

・市内で１年以上事業を営んでいる方
・商業地域内において店舗の新築および増
　改築をする方
・商店街に必要な共同施設を設置する方

1,000 10 年以内 2.0% 富山銀行滑川支店

家庭薬配
置販売業
育成資金

運転資金
設備資金

20歳～ 70歳以下
１年以上市民である配置業者

500 ５年以内 2.0%
にいかわ信用金庫の
市内店舗

■市内勤労者の福祉向上のための融資制度

制度名 資金使途 資　　格
限度額
（万円）

期間 利率 取扱金融機関

生活安定
小口資金

一般生活
または
結婚資金

２年以上市内に居住、かつ、２年以上同
一の事業所で勤務している 20歳以上の方

50 ４年以内 2.6% 北陸労働金庫滑川支店

※融資申込先は上記の取扱金融機関です
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